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自

民

党

税

制

調

査

会

（

宮

沢

洋

一

会

長

）

は

�

日

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

大

綱

の

決

定

に

向

け

、

政

策

的

問

題

と

し

て

検

討

す

る

事

項

で

あ

る

「

マ

ル

政

処

理

案

」

な

ど

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

同

処

理

案

で

は

、

企

業

型

確

定

拠

出

年

金

（

Ｄ

Ｃ

）

・

個

人

型

確

定

拠

出

年

金

（

ｉ

Ｄ

ｅ

Ｃ

ｏ

・

イ

デ

コ

）

の

拠

出

限

度

額

の

引

上

げ

案

、

中

小

企

業

税

制

の

見

直

し

案

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

Ｄ

Ｃ

・

イ

デ

コ

の

拠

出

限

度

額

の

引

上

げ

案

で

は

、

２

号

被

保

険

者

に

つ

い

て

、

勤

務

先

の

企

業

年

金

の

有

無

等

に

よ

る

拠

出

限

度

額

の

差

異

を

解

消

す

る

。

そ

の

上

で

、

前

回

の

拠

出

限

度

額

設

定

時

か

ら

の

賃

金

上

昇

率

を

勘

案

し

、

２

号

の

共

通

拠

出

限

度

額

に

つ

い

て

、

月

額

５

万

５

０

０

０

円

か

ら

６

万

２

０

０

０

円

に

引

き

上

げ

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

イ

デ

コ

に

よ

る

支

援

が

最

も

必

要

と

な

る

企

業

年

金

の

な

い

２

号

被

保

険

者

に

つ

い

て

は

、

イ

デ

コ

の

拠

出

限

度

額

は

、

年

間

で

現

行

の

約

２

・

７

倍

の

約

�

万

円

と

な

る

。

１

号

の

共

通

限

度

額

に

つ

い

て

は

、

２

号

と

の

公

平

性

の

観

点

か

ら

、

２

号

と

同

額

の

引

上

げ

を

行

う

。

　

中

小

企

業

税

制

の

見

直

し

案

で

は

、

地

域

経

済

の

好

循

環

を

生

み

出

し

て

い

く

た

め

、

売

上

高

１

０

０

億

円

超

を

目

指

す

中

小

企

業

に

つ

い

て

は

、

税

制

面

で

も

、

成

長

に

つ

な

が

る

前

向

き

な

取

組

を

後

押

し

し

て

い

く

こ

と

が

重

要

で

あ

る

と

し

て

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

を

拡

充

し

、

そ

う

し

た

企

業

が

行

う

一

定

規

模

以

上

の

設

備

投

資

に

つ

い

て

、

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

措

置

を

講

じ

る

。

　

具

体

的

に

は

、

収

益

力

強

化

設

備

（

Ｂ

類

型

）

に

つ

い

て

、

売

上

高

１

０

０

億

円

超

を

目

指

す

中

小

企

業

に

係

る

拡

充

措

置

を

講

じ

た

上

で

、

各

類

型

の

要

件

の

見

直

し

等

を

行

い

、

適

用

期

限

を

２

年

延

長

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

例

え

ば

、

売

上

高

１

０

０

億

円

超

を

目

指

す

投

資

計

画

が

、

経

営

規

模

拡

大

要

件

を

満

た

す

も

の

で

あ

る

場

合

に

、

そ

の

計

画

に

基

づ

い

て

行

う

設

備

投

資

に

つ

い

て

、

Ｂ

類

型

の

対

象

資

産

に

建

物

を

追

加

す

る

。

そ

の

際

、

賃

上

げ

率

２

・

５

％

以

上

の

計

画

で

あ

れ

ば

、

建

物

に

対

す

る

特

別

償

却

�

％

ま

た

は

税

額

控

除

１

％

、

賃

上

げ

率

５

％

以

上

の

計

画

で

あ

れ

ば

、

建

物

に

対

す

る

特

別

償

却

�

％

ま

た

は

税

額

控

除

２

％

を

認

め

る

。

　

中

小

法

人

等

の

軽

減

税

率

の

特

例

の

延

長

な

ど

に

つ

い

て

は

、

賃

上

げ

や

物

価

高

へ

の

対

応

に

迫

ら

れ

て

い

る

中

小

企

業

の

状

況

を

踏

ま

え

、

極

め

て

所

得

が

高

い

中

小

企

業

等

に

つ

い

て

の

み

見

直

し

を

行

っ

た

上

で

、

適

用

期

限

を

２

年

延

長

す

る

こ

と

と

し

、

リ

ー

マ

ン

・

シ

ョ

ッ

ク

の

際

の

経

済

対

策

と

し

て

時

限

的

に

設

け

ら

れ

た

措

置

で

あ

る

こ

と

等

を

踏

ま

え

、

次

の

適

用

期

限

の

到

来

時

に

改

め

て

検

討

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

適

用

期

限

の

延

長

に

当

た

っ

て

見

直

す

の

は

、

①

所

得

�

億

円

超

の

中

小

法

人

等

に

は

、

�

％

の

税

率

を

適

用

す

る

、

②

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

の

適

用

を

受

け

て

い

る

法

人

を

特

例

税

率

の

対

象

法

人

か

ら

除

く

点

。

見

直

し

の

対

象

は

現

行

の

特

例

税

率

の

適

用

者

の

０

・

３

％

、

中

小

企

業

全

体

の

０

・

１

％

に

な

る

と

し

て

い

る

。

　

中

小

企

業

税

制

の

見

直

し

で

は

、

「

売

上

高

１

０

０

億

円

超

を

目

指

す

中

小

企

業

」

が

思

い

切

っ

た

設

備

投

資

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

投

資

減

税

を

拡

充

す

る

こ

と

も

検

討

さ

れ

て

い

る

が

、

自

民

税

調

で

は

こ

う

し

た

極

め

て

所

得

が

高

い

中

小

企

業

等

の

多

数

は

、

一

定

の

要

件

の

下

で

、

新

た

な

投

資

減

税

を

活

用

で

き

、

そ

の

場

合

、

特

例

税

率

の

見

直

し

を

大

き

く

上

回

る

減

税

メ

リ

ッ

ト

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

、

今

回

の

中

小

法

人

等

の

軽

減

税

率

の

特

例

を

見

直

す

こ

と

の

背

景

を

説

明

し

て

い

る

。

　

防

衛

力

強

化

に

係

る

財

源

確

保

の

た

め

の

税

制

措

置

案

で

は

、

法

人

税

額

や

所

得

税

額

に

対

し

一

定

の

税

率

を

付

加

す

る

、

「

防

衛

特

別

法

人

税

」

（

仮

称

）

、

「

防

衛

特

別

所

得

税

」

（

同

）

を

課

す

案

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

自

民

、

公

明

の

与

党

と

国

民

民

主

の

３

党

の

幹

事

長

は

�

日

、

①

「

１

０

３

万

円

の

壁

」

は

国

民

民

主

党

の

主

張

す

る

１

７

８

万

円

を

目

指

し

て

来

年

か

ら

引

き

上

げ

る

、

②

「

ガ

ソ

リ

ン

の

暫

定

税

率

」

は

廃

止

す

る

―

―

の

２

点

で

合

意

し

た

。

各

項

目

の

具

体

的

な

実

施

方

法

等

は

引

き

続

き

関

係

者

間

で

誠

実

に

協

議

を

進

め

る

と

し

て

い

る

。

こ

れ

に

先

立

つ

６

日

に

は

３

党

の

税

制

調

査

会

長

が

大

学

生

ら

を

扶

養

す

る

人

の

税

負

担

を

軽

減

す

る

特

定

扶

養

控

除

に

つ

い

て

年

収

要

件

を

緩

和

す

る

こ

と

で

合

意

し

て

お

り

、

７

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

の

取

り

ま

と

め

に

向

け

て

３

党

間

の

協

議

が

前

進

し

た

。

　

�

日

の

合

意

に

基

づ

け

ば

、

基

礎

控

除

等

の

引

上

げ

を

意

味

す

る

と

考

え

ら

れ

る

、

い

わ

ゆ

る

「

１

０

３

万

円

の

壁

」

は

令

和

７

年

か

ら

引

き

上

げ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

引

上

げ

幅

に

つ

い

て

は

、

１

７

８

万

円

を

「

目

指

」

し

て

い

る

だ

け

な

の

で

、

今

後

の

協

議

に

委

ね

ら

れ

る

。

ガ

ソ

リ

ン

の

暫

定

税

率

は

「

廃

止

す

る

」

こ

と

と

さ

れ

た

が

、

こ

ち

ら

に

つ

い

て

は

時

期

の

明

記

が

な

い

た

め

、

い

つ

ま

で

に

廃

止

す

る

の

か

は

明

ら

か

で

な

い

。

　

こ

の

３

党

幹

事

長

間

の

合

意

を

受

け

て

、

国

民

民

主

党

は

�

日

の

衆

院

本

会

議

で

政

府

が

提

出

し

た

６

年

度

補

正

予

算

案

に

賛

成

し

、

補

正

予

算

案

は

衆

院

を

通

過

。

今

国

会

で

成

立

す

る

見

込

み

と

な

っ

た

。

　

ま

た

、

６

日

の

３

党

税

調

会

長

間

で

合

意

し

た

特

定

扶

養

控

除

の

年

収

要

件

の

緩

和

に

つ

い

て

は

、

そ

の

後

、

具

体

的

な

引

上

げ

幅

を

巡

っ

て

協

議

が

断

続

的

に

行

わ

れ

た

。

　

所

得

者

の

扶

養

親

族

の

う

ち

、

そ

の

年

の

�

月

�

日

時

点

の

年

齢

が

�

歳

以

上

の

人

を

控

除

対

象

扶

養

親

族

と

呼

び

、

こ

の

控

除

対

象

扶

養

親

族

の

中

で

も

年

齢

が

�

歳

以

上

�

歳

未

満

の

人

（

大

学

生

年

代

に

相

当

）

を

特

定

扶

養

親

族

と

い

う

。

こ

の

年

代

は

教

育

費

を

含

む

各

種

支

出

が

か

さ

む

傾

向

に

あ

る

た

め

、

所

得

者

の

税

負

担

の

軽

減

を

図

る

観

点

か

ら

一

般

の

控

除

対

象

扶

養

親

族

（

所

得

税

で

�

万

円

、

住

民

税

で

�

万

円

）

よ

り

も

扶

養

控

除

の

金

額

が

高

め

（

同

�

万

円

と

�

万

円

）

に

設

定

さ

れ

て

い

る

。

　

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

に

は

、

い

く

つ

か

要

件

が

あ

る

が

、

そ

の

一

つ

に

年

収

要

件

が

あ

る

。

親

族

の

年

間

の

合

計

所

得

金

額

が

�

万

円

以

下

（

給

与

の

み

の

場

合

は

給

与

収

入

が

１

０

３

万

円

以

下

）

の

場

合

し

か

、

扶

養

親

族

に

該

当

せ

ず

、

親

族

の

給

与

収

入

が

１

０

３

万

円

を

超

え

れ

ば

、

扶

養

親

族

か

ら

外

れ

る

。

こ

う

し

た

こ

と

に

よ

り

、

例

え

ば

子

が

親

の

扶

養

親

族

か

ら

外

れ

る

と

、

親

の

控

除

額

が

減

る

（

税

額

が

上

が

る

可

能

性

）

。

　

こ

の

こ

と

が

学

生

ア

ル

バ

イ

ト

の

働

き

控

え

に

つ

な

が

っ

て

い

る

と

の

指

摘

も

あ

り

、

「

１

０

３

万

円

の

壁

」

対

策

の

一

環

で

、

国

民

民

主

党

が

令

和

７

年

度

税

制

改

正

の

最

重

点

の

要

望

の

一

つ

に

挙

げ

て

い

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ � �

第３６３１号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２４年



　

与

党

の

税

制

改

正

大

綱

は

例

年

、

�

月

の

半

ば

に

決

定

さ

れ

る

。

昨

年

は

�

日

に

決

定

し

た

が

、

今

年

は

�

日

午

前

の

時

点

で

ま

だ

決

ま

っ

て

お

ら

ず

不

透

明

だ

。

そ

の

原

因

は

先

の

衆

院

選

で

自

民

・

公

明

の

両

党

の

議

席

が

過

半

数

割

れ

し

た

こ

と

に

端

を

発

し

た

も

の

だ

が

、

本

紙

を

読

ん

で

い

る

多

く

の

方

に

と

っ

て

、

大

綱

の

行

方

は

気

に

な

る

と

こ

ろ

だ

ろ

う

★

衆

院

選

の

結

果

を

受

け

て

よ

く

言

わ

れ

て

い

る

の

が

、

今

の

与

党

は

野

党

の

意

見

も

聞

か

な

い

と

政

権

運

営

を

う

ま

く

で

き

な

く

な

る

の

で

、

そ

れ

ら

の

議

論

の

過

程

で

、

民

主

主

義

政

治

が

う

ま

く

機

能

し

て

い

く

と

い

う

も

の

で

あ

る

★

税

制

に

つ

い

て

も

、

今

ま

さ

に

議

論

が

続

い

て

い

る

わ

け

が

、

こ

れ

が

民

主

主

義

と

い

う

も

の

な

の

だ

ろ

う

か

。

良

い

税

制

を

構

築

す

る

に

は

、

多

く

の

人

の

意

見

を

聞

く

必

要

が

あ

る

が

、

す

べ

て

の

人

が

納

得

す

る

税

制

を

構

築

す

る

の

は

難

し

い

こ

と

だ

。

（

Ｙ

）

　

令

和

７

年

度

税

制

改

正

で

は

納

税

環

境

整

備

の

一

環

で

、

法

人

課

税

信

託

に

係

る

課

税

の

適

正

化

を

図

る

。

信

託

財

産

に

属

す

る

一

定

の

株

式

の

発

行

法

人

等

が

委

託

者

で

あ

る

こ

と

等

の

要

件

を

満

た

す

受

益

者

等

の

存

し

な

い

信

託

（

法

人

課

税

信

託

）

に

つ

い

て

、

受

益

者

等

が

指

定

さ

れ

て

法

人

課

税

信

託

に

該

当

し

な

く

な

っ

た

場

合

に

は

、

そ

の

時

に

受

益

者

等

の

そ

の

株

式

の

取

得

に

係

る

経

済

的

利

益

に

つ

き

、

給

与

所

得

等

と

し

て

課

税

を

す

る

こ

と

と

し

、

受

益

者

等

は

そ

の

時

の

価

額

に

よ

り

そ

の

株

式

を

取

得

し

た

も

の

と

す

る

予

定

だ

。

見

直

し

要

件

に

該

当

す

れ

ば

、

簿

価

で

の

引

継

ぎ

な

ど

が

で

き

な

く

な

る

。

７

年

４

月

１

日

以

後

に

効

力

が

生

ず

る

法

人

課

税

信

託

に

適

用

す

る

。

見

直

し

案

は

自

民

党

税

制

調

査

会

で

示

さ

れ

た

。

（

６

日

）

鎌

倉

税

務

署

長

（

東

京

国

税

局

調

査

第

一

部

統

括

国

税

調

査

官

）

吉

松

　

幸

一

東

京

国

税

局

調

査

第

一

部

統

括

国

税

調

査

官

（

東

京

国

税

局

調

査

第

四

部

統

括

国

税

調

査

官

）藤

淵

　

一

久

東

京

国

税

局

調

査

第

四

部

統

括

国

税

調

査

官

（

相

模

原

税

務

署

特

別

国

税

調

査

官

＜

法

人

＞

）福

永

　

卓

治

　

国

税

庁

は

６

日

、

「

令

和

７

年

版

源

泉

徴

収

の

し

か

た

」

と

「

令

和

７

年

版

源

泉

徴

収

の

あ

ら

ま

し

」

を

公

表

し

た

。

　

同

し

か

た

は

、

会

社

や

商

店

な

ど

で

通

常

行

う

源

泉

徴

収

事

務

の

概

要

を

説

明

し

た

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

同

あ

ら

ま

し

は

、

源

泉

徴

収

の

事

務

に

携

わ

っ

て

い

る

者

に

向

け

て

、

令

和

７

年

に

お

け

る

源

泉

徴

収

の

仕

組

み

や

そ

の

内

容

を

十

分

理

解

し

て

い

た

だ

く

た

め

に

作

成

し

て

い

る

も

の

と

な

っ

て

お

り

、

源

泉

所

得

税

関

係

に

お

け

る

６

年

度

税

制

改

正

等

の

主

な

事

項

な

ど

も

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

法

人

課

税

信

託

に

つ

い

て

は

現

行

、

受

益

者

等

が

指

定

さ

れ

、

法

人

課

税

信

託

に

該

当

し

な

い

こ

と

と

な

っ

た

場

合

、

受

益

者

等

は

受

託

法

人

か

ら

信

託

財

産

の

帳

簿

価

額

（

簿

価

）

を

引

き

継

ぐ

こ

と

と

さ

れ

、

そ

の

引

継

ぎ

に

よ

り

生

じ

た

経

済

的

利

益

は

課

税

を

行

わ

な

い

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

規

定

を

適

用

し

、

①

新

株

予

約

権

の

発

行

法

人

の

役

員

等

が

法

人

課

税

信

託

に

金

銭

を

信

託

し

、

②

信

託

内

に

受

託

者

（

信

託

）

が

新

株

予

約

権

を

購

入

後

、

③

信

託

内

で

権

利

行

使

を

し

て

取

得

し

た

株

式

を

、

④

受

益

者

等

に

役

員

等

を

指

定

し

て

、

⑤

株

式

を

交

付

す

る

こ

と

に

よ

り

税

負

担

の

軽

減

を

図

る

（

受

益

者

等

の

指

定

時

に

課

税

が

行

わ

れ

ず

、

株

式

の

譲

渡

時

ま

で

課

税

を

繰

延

べ

、

分

離

課

税

を

適

用

す

る

）

こ

と

が

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

れ

を

見

直

し

案

で

は

、

委

託

者

が

発

行

法

人

、

発

行

法

人

の

役

員

・

従

業

員

・

株

主

、

こ

れ

ら

の

者

と

特

殊

の

関

係

の

者

で

あ

る

こ

と

、

法

人

課

税

信

託

が

そ

の

信

託

財

産

に

属

す

る

前

記

株

式

の

発

行

法

人

の

役

員

ま

た

は

従

業

員

の

勤

続

年

数

等

の

基

準

を

勘

案

し

て

発

行

法

人

等

が

定

め

た

受

益

者

等

の

指

定

に

関

す

る

取

決

め

に

し

た

が

っ

て

、

そ

の

役

員

ま

た

は

従

業

員

（

役

員

ま

た

は

従

業

員

で

あ

っ

た

者

も

含

む

）

が

受

益

者

等

と

な

る

べ

き

者

と

指

定

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

―

―

の

要

件

に

該

当

す

る

法

人

課

税

信

託

の

信

託

財

産

に

属

す

る

株

式

（

譲

渡

制

限

解

除

時

に

課

税

が

さ

れ

る

特

定

譲

渡

制

限

付

株

式

等

を

除

く

）

に

つ

い

て

、

受

益

者

等

が

指

定

さ

れ

て

法

人

課

税

信

託

に

該

当

し

な

く

な

っ

た

と

き

に

、

受

益

者

等

の

そ

の

株

式

の

取

得

に

係

る

経

済

的

利

益

に

つ

い

て

給

与

所

得

等

と

し

て

課

税

（

発

行

法

人

が

源

泉

徴

収

）

を

行

う

こ

と

と

し

、

そ

の

受

益

者

等

は

そ

の

時

の

価

額

に

よ

り

そ

の

株

式

を

取

得

し

た

も

の

と

す

る

（

図

１

参

照

）

。

　

見

直

し

後

の

課

税

の

イ

メ

ー

ジ

は

図

２

の

と

お

り

。

　

国

税

庁

は

、

令

和

６

年

能

登

半

島

地

震

の

発

生

に

伴

う

石

川

県

七

尾

市

及

び

羽

咋

郡

志

賀

町

に

係

る

国

税

の

申

告

・

納

付

等

の

期

限

延

長

措

置

を

終

了

し

、

６

年

１

月

１

日

か

ら

７

年

１

月

�

日

ま

で

の

間

に

当

初

の

期

限

が

到

来

す

る

国

税

の

申

告

・

納

付

等

の

期

限

を

７

年

１

月

�

日

と

す

る

こ

と

と

し

、

９

日

に

告

示

し

た

。

た

だ

し

、

地

震

の

影

響

に

よ

り

期

日

ま

で

に

申

告

・

納

付

で

き

な

い

場

合

に

は

、

所

轄

税

務

署

長

に

申

請

し

て

承

認

を

受

け

る

こ

と

に

よ

り

、

引

き

続

き

期

限

延

長

措

置

を

受

け

る

こ

と

が

可

能

だ

。

こ

の

手

続

き

は

、

申

告

等

と

同

時

に

申

請

す

る

こ

と

も

可

能

で

、

同

庁

は

、

状

況

が

落

ち

着

い

て

か

ら

最

寄

り

の

税

務

署

に

相

談

す

る

よ

う

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

ま

た

、

申

告

は

可

能

で

あ

っ

て

も

、

地

震

で

財

産

に

相

当

な

損

失

を

受

け

た

人

や

、

国

税

を

一

時

的

に

納

付

す

る

こ

と

が

困

難

な

人

は

、

所

轄

税

務

署

長

に

申

請

す

る

こ

と

に

よ

り

、

原

則

と

し

て

１

年

以

内

の

範

囲

で

納

税

の

猶

予

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

な

お

、

石

川

県

輪

島

市

、

珠

洲

市

、

鳳

珠

郡

穴

水

町

及

び

鳳

珠

郡

能

登

町

は

、

申

告

・

納

付

等

の

期

限

を

延

長

す

る

措

置

を

継

続

す

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録を

記念したセレモニーが８日、兵庫県伊丹市の市立伊

丹ミュージアムで行われた。日本酒造組合中央会、

日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存

会、日本酒造杜氏組合連合会が主催し、行政や酒類

業関係者ら約�人が出席するなか、鏡開きなどが行

われ、同登録を祝った＝写真。

　主催者を代表して、同中央会の大倉治彦会長が、

「日本酒、本格焼酎、泡盛、本みりんといった、こ

うじ菌を使いました伝統的酒造りが登録されたこと

をうれしく思います。数百年間にわたってコツコツ

とこうじを使ったお酒を作り続けてきた一般の職人

の方々の努力のたまものであります」とあいさつ。

　さらに、酒を造る作業時間の目安として歌われた

「酒造り唄」も披露され、会場を盛り上げたほか、

トークセッションでは、「伝統的酒造りの価値と継

承」をテーマに業界を取り巻く現状や課題を議論し

た。

　

国

税

庁

は

６

日

、

「

外

国

税

額

控

除

に

関

す

る

明

細

書

」

の

様

式

誤

り

等

に

つ

い

て

公

表

し

た

。

外

国

の

個

別

株

式

や

投

資

信

託

を

保

有

し

て

い

て

、

分

配

時

調

整

外

国

税

相

当

額

控

除

の

適

用

を

受

け

る

人

が

、

令

和

２

年

分

か

ら

５

年

分

の

所

得

税

確

定

申

告

に

お

い

て

、

同

明

細

書

に

沿

っ

て

外

国

税

額

控

除

の

金

額

を

計

算

す

る

と

、

外

国

税

額

控

除

の

金

額

が

過

大

に

算

出

さ

れ

る

場

合

が

あ

る

こ

と

が

判

明

。

ま

た

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

に

お

い

て

も

、

同

様

の

誤

り

が

あ

る

明

細

書

が

作

成

さ

れ

る

プ

ロ

グ

ラ

ム

と

な

っ

て

い

た

。

　

名

古

屋

・

千

種

税

務

署

（

江

端

長

祐

署

長

）

と

千

種

名

東

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

石

田

敏

夫

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

名

古

屋

市

立

高

針

台

中

学

校

３

年

の

加

藤

茉

奈

さ

ん

へ

「

中

学

生

の

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

の

内

閣

総

理

大

臣

賞

を

伝

達

し

た

。

　

当

日

は

、

湯

下

敦

史

名

古

屋

国

税

局

長

か

ら

賞

状

の

伝

達

が

あ

り

＝

写

真

、

東

海

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

の

宇

佐

美

三

郎

会

長

か

ら

副

賞

、

千

種

名

東

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

の

石

田

会

長

か

ら

記

念

品

が

手

渡

さ

れ

た

。

　

加

藤

さ

ん

は

、

「

正

し

い

ご

み

分

別

を

し

な

い

と

ご

み

処

理

費

用

（

税

金

）

が

多

額

に

な

る

こ

と

を

知

り

、

『

税

を

無

駄

に

し

な

い

よ

う

に

』

と

い

う

視

点

で

書

き

ま

し

た

」

と

話

し

て

受

賞

の

喜

び

を

語

っ

た

。

　

大

阪

府

泉

佐

野

市

が

総

務

相

か

ら

、

い

わ

ゆ

る

ふ

る

さ

と

納

税

の

寄

附

金

に

係

る

収

入

が

多

額

で

あ

る

こ

と

を

も

っ

て

特

別

交

付

税

の

減

額

を

受

け

た

な

ど

と

し

、

同

特

別

交

付

税

の

減

額

決

定

は

地

方

交

付

税

法

の

委

任

の

範

囲

を

逸

脱

し

た

違

法

な

も

の

で

無

効

で

あ

る

と

し

て

国

に

対

し

て

決

定

の

取

消

し

を

求

め

て

い

る

訴

訟

で

、

最

高

裁

が

令

和

７

年

１

月

�

日

に

口

頭

弁

論

を

開

催

す

る

こ

と

を

決

め

た

。

　

一

審

の

大

阪

地

裁

は

決

定

を

違

法

と

し

、

泉

佐

野

市

の

主

張

を

認

め

て

い

た

が

、

二

審

の

大

阪

高

裁

は

本

件

の

訴

え

の

よ

う

な

地

方

交

付

税

の

配

分

を

め

ぐ

る

紛

争

は

裁

判

所

法

３

条

１

項

の

法

律

上

の

争

訟

に

当

た

ら

な

い

な

ど

と

し

、

不

適

法

で

あ

る

と

し

て

訴

え

を

却

下

し

て

い

た

。

　

最

高

裁

の

口

頭

弁

論

開

催

は

下

級

審

の

判

断

の

変

更

に

必

要

な

手

続

き

と

さ

れ

て

い

る

。

口

頭

弁

論

が

開

催

さ

れ

て

も

高

裁

の

結

論

が

維

持

さ

れ

る

こ

と

も

あ

る

が

、

高

裁

判

決

が

何

ら

か

の

形

で

変

更

さ

れ

る

可

能

性

も

出

て

き

た

。

　

国

税

庁

は

３

日

、

令

和

６

年

分

確

定

申

告

期

の

確

定

申

告

会

場

を

公

表

し

た

。

６

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

の

相

談

及

び

申

告

書

の

受

付

は

、

７

年

２

月

�

日

か

ら

３

月

�

日

と

な

っ

て

い

る

。

　

確

定

申

告

会

場

へ

の

入

場

に

は

整

理

券

が

必

要

と

な

る

。

た

だ

し

、

申

告

書

等

の

提

出

の

み

の

場

合

は

不

要

と

な

っ

て

い

る

。

入

場

整

理

券

は

各

会

場

で

当

日

配

付

さ

れ

る

が

、

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

を

通

じ

た

オ

ン

ラ

イ

ン

事

前

発

行

も

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

閉

庁

日

（

土

・

日

曜

・

祝

日

等

）

に

一

部

の

会

場

で

確

定

申

告

の

相

談

及

び

申

告

の

受

付

を

行

う

閉

庁

日

対

応

に

つ

い

て

は

、

３

月

２

日

に

行

う

と

し

て

い

る

。

　

確

定

申

告

会

場

や

閉

庁

日

対

応

を

行

う

税

務

署

一

覧

は

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

同

庁

は

同

日

に

、

同

庁

Ｈ

Ｐ

に

正

し

い

「

外

国

税

額

控

除

に

関

す

る

明

細

書

」

と

「

外

国

税

額

控

除

額

の

計

算

方

法

や

手

続

き

に

つ

い

て

の

説

明

書

」

を

掲

載

し

た

ほ

か

、

納

税

者

が

自

身

で

申

告

内

容

の

是

正

の

要

否

を

判

断

す

る

た

め

の

「

外

国

税

額

控

除

検

証

用

ツ

ー

ル

」

を

公

開

。

ま

た

、

１

月

６

日

に

プ

ロ

グ

ラ

ム

修

正

を

し

た

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

を

公

開

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

現

在

、

税

務

署

で

は

、

是

正

を

要

す

る

と

見

込

ま

れ

る

納

税

者

を

特

定

す

る

作

業

を

実

施

。

最

大

３

０

０

０

件

程

度

、

１

件

当

た

り

数

百

円

か

ら

数

千

円

程

度

の

追

加

納

付

と

な

る

見

込

み

だ

。

　

同

庁

は

、

是

正

が

必

要

と

見

込

ま

れ

る

納

税

者

に

対

し

て

、

申

告

誤

り

の

修

正

と

不

足

分

の

税

額

の

納

付

を

お

願

い

し

、

順

次

、

修

正

の

内

容

が

記

載

さ

れ

た

修

正

申

告

書

案

を

郵

送

、

納

税

者

は

申

告

書

に

署

名

し

返

送

す

る

。

な

お

、

過

少

申

告

加

算

税

と

延

滞

税

は

賦

課

さ

れ

な

い

。

　

今

回

の

見

直

し

の

お

願

い

に

当

た

り

、

税

務

署

が

該

当

者

に

電

話

で

問

合

せ

を

す

る

際

に

は

、

提

出

さ

れ

た

申

告

書

等

を

基

に

、

そ

の

内

容

を

本

人

に

確

認

す

る

こ

と

を

原

則

と

し

て

い

る

。

同

庁

は

、

税

務

職

員

を

名

乗

る

者

か

ら

電

話

な

ど

が

あ

り

、

そ

の

内

容

に

つ

い

て

不

審

に

思

っ

た

場

合

に

は

、

即

答

を

避

け

、

相

手

の

所

属

部

署

、

氏

名

、

電

話

番

号

を

確

認

し

た

上

で

、

い

っ

た

ん

電

話

を

切

り

、

最

寄

り

の

税

務

署

の

総

務

課

又

は

国

税

局

の

納

税

者

支

援

調

整

官

ま

で

問

い

合

わ

せ

る

よ

う

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

こ

の

「

分

配

時

調

整

外

国

税

相

当

額

の

控

除

制

度

」

は

、

平

成

�

年

税

制

改

正

に

よ

り

創

設

さ

れ

、

令

和

２

年

１

月

１

日

以

降

に

支

払

わ

れ

る

分

配

金

か

ら

適

用

さ

れ

て

い

る

。

　

誤

り

は

、

今

年

�

月

に

判

明

し

、

６

年

分

に

所

得

税

の

定

額

減

税

が

実

施

さ

れ

る

こ

と

に

伴

い

、

同

明

細

書

の

改

訂

作

業

を

進

め

て

い

た

と

こ

ろ

、

分

配

時

調

整

外

国

税

相

当

額

控

除

の

適

用

が

始

ま

る

２

年

分

の

明

細

書

改

訂

時

に

、

同

控

除

を

反

映

し

た

適

切

な

様

式

改

訂

が

行

わ

れ

ず

、

誤

っ

た

計

算

が

行

わ

れ

る

様

式

と

な

っ

て

い

る

こ

と

が

分

か

っ

た

と

い

う

。

　

具

体

的

に

は

、

分

配

時

調

整

外

国

税

相

当

額

控

除

の

適

用

者

の

外

国

税

額

控

除

の

控

除

限

度

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

所

得

税

等

の

金

額

は

、

分

配

時

調

整

外

国

税

相

当

額

控

除

の

金

額

を

控

除

し

た

後

の

金

額

と

な

る

が

、

同

明

細

書

は

控

除

す

る

前

の

金

額

を

記

載

す

る

よ

う

誤

っ

た

案

内

を

し

て

い

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

ウ

ク

ラ

イ

ナ

の

Ｎ

Ａ

Ｔ

Ｏ

加

盟

要

請

な

ど

西

側

接

近

の

動

き

に

対

し

、

２

０

２

２

年

２

月

�

日

、

露

の

プ

ー

チ

ン

大

統

領

は

大

ロ

シ

ア

主

義

を

標

榜

、

ウ

ク

ラ

イ

ナ

侵

攻

が

始

ま

っ

た

。

露

の

侵

攻

は

「

力

づ

く

で

一

方

的

に

現

状

を

変

更

し

な

い

」

と

い

う

今

日

の

世

界

秩

序

の

基

本

原

則

を

破

る

も

の

で

あ

り

、

ま

た

、

核

兵

器

保

有

大

国

が

、

自

国

の

利

益

に

反

す

る

動

き

が

あ

る

と

し

て

、

非

核

の

国

力

・

兵

力

に

劣

る

国

を

侵

略

し

た

こ

と

で

世

界

に

驚

愕

を

与

え

た

。

　

ウ

ク

ラ

イ

ナ

は

ゼ

レ

ン

ス

キ

ー

大

統

領

の

下

に

結

束

し

て

抗

戦

、

米

欧

諸

国

（

含

日

本

）

は

「

露

の

ウ

ク

ラ

イ

ナ

侵

略

は

世

界

秩

序

を

破

る

も

の

」

と

し

て

ウ

ク

ラ

イ

ナ

に

軍

事

、

経

済

支

援

、

露

に

対

し

て

経

済

制

裁

措

置

を

課

し

た

が

、

プ

ー

チ

ン

は

戦

争

を

エ

ス

カ

レ

ー

ト

さ

せ

た

。

プ

ー

チ

ン

が

こ

の

戦

争

に

核

兵

器

使

用

の

可

能

性

発

言

を

繰

り

返

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

西

側

諸

国

の

軍

事

支

援

も

兵

力

は

派

遣

せ

ず

、

兵

器

支

援

に

と

ど

ま

り

、

支

援

兵

器

に

も

使

用

制

約

を

か

け

て

い

る

。

露

は

軍

事

・

資

源

・

人

口

大

国

で

あ

り

、

ウ

ク

ラ

イ

ナ

は

西

側

諸

国

の

支

援

で

戦

を

支

え

ら

れ

て

お

り

不

利

な

状

況

に

あ

る

。

　

プ

ー

チ

ン

の

狙

い

は

、

領

土

侵

攻

、

現

政

権

の

転

覆

、

ウ

ク

ラ

イ

ナ

を

露

の

属

国

化

す

る

こ

と

に

あ

る

。

露

の

狙

い

に

備

え

て

、

バ

ル

ト

３

国

、

フ

ィ

ン

ラ

ン

ド

、

ポ

ー

ラ

ン

ド

な

ど

露

に

国

境

を

接

す

る

諸

国

は

自

国

の

対

露

防

衛

を

固

め

る

動

き

に

あ

る

。

北

朝

鮮

は

、

最

近

、

武

器

、

兵

力

提

供

で

露

支

援

（

見

返

り

は

核

兵

器

技

術

や

食

料

供

与

か

）

、

中

国

は

当

初

か

ら

露

寄

り

、

イ

ン

ド

、

ト

ル

コ

な

ど

は

ど

ち

ら

つ

か

ず

の

ス

タ

ン

ス

に

あ

る

。

　

開

戦

３

年

と

な

り

、

両

国

と

も

兵

力

、

経

済

の

損

耗

は

大

き

い

。

ウ

ク

ラ

イ

ナ

の

方

が

よ

り

深

刻

で

あ

ろ

う

が

、

プ

ー

チ

ン

も

北

朝

鮮

の

武

器

、

兵

力

支

援

に

依

存

す

る

状

況

は

苦

し

さ

の

現

れ

で

あ

ろ

う

。

長

期

化

、

両

国

の

損

耗

か

ら

は

戦

争

終

結

の

時

期

は

近

い

と

も

考

え

ら

れ

る

。

　

次

期

米

大

統

領

選

に

勝

利

し

た

ト

ラ

ン

プ

は

、

就

任

後

、

直

ち

に

戦

を

終

わ

ら

せ

る

と

述

べ

て

い

る

が

、

露

の

狙

い

、

ウ

ク

ラ

イ

ナ

の

立

場

を

考

え

る

と

戦

争

終

結

の

あ

り

方

は

重

要

で

あ

る

。

終

わ

り

方

如

何

は

こ

れ

か

ら

の

世

界

情

勢

に

大

き

な

影

響

を

及

ぼ

す

。

　

こ

の

戦

争

は

日

本

人

に

侵

略

戦

争

の

現

実

を

覚

醒

さ

せ

る

効

果

を

持

っ

た

。

わ

が

国

が

地

政

学

的

に

大

陸

、

朝

鮮

半

島

に

近

接

、

対

面

し

て

い

る

現

実

と

脅

威

を

改

め

て

自

覚

さ

せ

た

。

わ

が

国

の

独

立

と

平

和

を

守

る

た

め

に

は

、

外

交

、

防

衛

、

経

済

力

を

強

化

し

て

い

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

そ

の

た

め

に

は

国

民

の

自

覚

と

相

応

の

覚

悟

が

必

要

で

あ

る

。

（

匡

）

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

Ⓒ

税

理

士

会

広

報

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

「

に

ち

ぜ

い

く

ん

」

の

普

及

・

定

着

を

図

る

た

め

、

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

ス

タ

ン

プ

の

販

売

を

開

始

し

た

。

１

セ

ッ

ト

�

種

類

入

り

で

、

価

格

は

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

コ

イ

ン

の

場

合

は

�

コ

イ

ン

、

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

Ｓ

Ｔ

Ｏ

Ｒ

Ｅ

の

場

合

は

１

２

０

円

（

税

込

）

と

さ

れ

て

い

る

。

　

詳

し

く

は

、

日

税

連

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

な

ど

で

。

特定ＰＦ事業者名簿
（令和６年�月６日現在）

特定ＰＦ事業者の

氏名または名称　

（日本語）

デジタルＰＦの名称

（日本語）

ｉＴｕｎｅｓ株式会社

・アップストア

・アップルブックス

・アップルポッドキャスト

アマゾンウェブサービ

スジャパン合同会社

・エーダブリューエス

　マーケットプレイス

グーグル　アジア　パ

シフィック　プライベ

ート　リミテッド

・グーグルプレイ

任天堂株式会社 ・ニンテンドーイーショップ

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

消

費

税

の

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

―

ム

（

Ｐ

Ｆ

）

課

税

に

お

け

る

特

定

Ｐ

Ｆ

事

業

者

を

公

表

し

た

。

�

月

６

日

現

在

で

特

定

Ｐ

Ｆ

事

業

者

は

４

社

、

デ

ジ

タ

ル

Ｐ

Ｆ

は

６

件

と

な

っ

て

い

る

。

特

定

Ｐ

Ｆ

事

業

者

の

名

簿

に

は

グ

ー

グ

ル

の

グ

ー

グ

ル

プ

レ

イ

、

任

天

堂

の

ニ

ン

テ

ン

ド

ー

イ

ー

シ

ョ

ッ

プ

な

ど

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

（

表

参

照

）

。

　

Ｐ

Ｆ

課

税

は

、

令

和

７

年

４

月

１

日

以

後

に

国

外

事

業

者

が

、

デ

ジ

タ

ル

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

（

ア

プ

リ

ス

ト

ア

等

）

を

介

し

て

日

本

国

内

に

お

い

て

行

う

ア

プ

リ

配

信

等

の

消

費

者

向

け

電

気

通

信

利

用

役

務

の

提

供

の

う

ち

、

特

定

Ｐ

Ｆ

事

業

者

を

介

し

て

当

該

役

務

の

提

供

の

対

価

を

収

受

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

当

該

特

定

Ｐ

Ｆ

事

業

者

が

当

該

役

務

の

提

供

を

行

っ

た

も

の

と

み

な

し

て

申

告

・

納

税

を

行

う

と

す

る

も

の

。

　

７

年

４

月

１

日

か

ら

Ｐ

Ｆ

課

税

の

対

象

と

な

る

特

定

Ｐ

Ｆ

事

業

者

に

つ

い

て

は

、

６

年

�

月

�

日

ま

で

に

指

定

さ

れ

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

公

表

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

Ｐ

Ｆ

課

税

は

、

ア

プ

リ

配

信

等

の

サ

ー

ビ

ス

を

利

用

す

る

国

内

事

業

者

に

は

原

則

影

響

は

な

い

が

、

申

告

・

納

税

義

務

と

と

も

に

、

イ

ン

ボ

イ

ス

の

交

付

義

務

が

、

国

外

事

業

者

か

ら

特

定

Ｐ

Ｆ

事

業

者

に

変

わ

る

た

め

、

こ

れ

ま

で

で

き

な

か

っ

た

仕

入

税

額

控

除

を

適

用

で

き

る

場

合

が

あ

る

（

８

月

�

日

号

２

面

参

照

）

。

　

国

税

不

服

審

判

所

は

�

日

、

令

和

６

年

４

～

６

月

ま

で

の

裁

決

事

例

６

件

を

追

加

し

、

同

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

表

し

た

。

　

６

件

の

内

訳

は

、

国

税

通

則

法

関

係

が

２

件

、

所

得

税

法

関

係

が

１

件

、

消

費

税

法

関

係

が

１

件

、

相

続

税

法

関

係

が

１

件

、

登

録

免

許

税

法

関

係

が

１

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

事

例

に

は

、

金

地

金

の

売

買

が

請

求

人

の

事

業

目

的

か

ら

離

れ

た

と

こ

ろ

で

行

わ

れ

た

も

の

と

は

い

え

ず

、

請

求

人

が

金

地

金

を

取

得

し

た

時

点

に

お

い

て

こ

れ

を

売

却

す

る

方

針

を

有

し

て

い

た

こ

と

か

ら

、

金

地

金

は

消

費

税

法

第

�

条

第

５

項

に

規

定

す

る

「

棚

卸

資

産

」

に

該

当

す

る

と

判

断

し

た

も

の

な

ど

が

あ

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

税

理

士

向

け

に

相

続

税

申

告

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

お

い

て

、

令

和

６

年

�

月

以

降

に

利

用

者

識

別

番

号

が

不

明

な

場

合

の

対

応

方

法

を

説

明

す

る

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

を

公

表

し

た

。

　

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

で

は

ま

ず

、

相

続

税

を

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

す

る

場

合

で

、

財

産

取

得

者

（

相

続

人

等

）

の

利

用

者

識

別

番

号

が

不

明

な

場

合

、

「

変

更

等

届

出

書

」

を

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

代

理

送

信

す

る

こ

と

で

、

利

用

者

識

別

番

号

の

有

無

等

を

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

お

り

、

税

務

署

ま

た

は

業

務

セ

ン

タ

ー

か

ら

後

日

、

変

更

等

届

出

書

を

送

信

し

た

税

理

士

に

利

用

者

識

別

番

号

の

有

無

等

を

電

話

で

連

絡

す

る

と

し

て

い

る

。

な

お

、

複

数

人

分

の

利

用

者

識

別

番

号

が

１

件

の

変

更

等

届

出

書

の

送

信

で

確

認

で

き

る

と

し

て

い

る

。

　

そ

し

て

、

こ

の

変

更

等

届

出

書

を

送

信

す

る

際

に

、

パ

ス

ワ

ー

ド

の

リ

セ

ッ

ト

を

併

せ

て

行

う

か

否

か

で

手

続

き

が

異

な

る

と

し

て

、

変

更

等

届

出

書

の

具

体

的

な

入

力

例

・

送

信

先

税

務

署

を

説

明

し

て

い

る

。

　

①

パ

ス

ワ

ー

ド

を

リ

セ

ッ

ト

し

な

い

場

合

は

、

変

更

等

届

出

書

を

財

産

取

得

者

（

相

続

人

等

）

の

代

表

者

の

住

所

地

を

管

轄

す

る

税

務

署

に

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

代

理

送

信

す

る

、

②

パ

ス

ワ

ー

ド

を

リ

セ

ッ

ト

す

る

場

合

は

、

変

更

等

届

出

書

を

そ

れ

ぞ

れ

の

財

産

取

得

者

（

相

続

人

等

）

の

住

所

地

を

管

轄

す

る

税

務

署

に

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

代

理

送

信

す

る

と

し

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　第�回目は、調査事例（アパレル業）

です。

　今回で、調査事例の最終回となりまし

たので、若手調査官の奮闘ぶりをドラマ

チックにお届けしたいと思います。

　Ａ調査官は、調査部に配属されて３年

目を迎え、大法人の調査にも少し慣れて

きました。

　思えば、１年目はコロナ禍でほとんど

調査に出かけることもなく、内部事務を

こなす日々でした。

　２年目からは、本格的に調査担当者と

して事案を任されるようになりました

が、大法人の規模感にやや圧倒されてい

ました。３年目を迎え、上司から「何に

でも興味を持ってチャレンジするよう

に」と言われ、今まさに調査に燃えてい

ました。そんな若きＡ調査官が活躍した

事例を見ていきましょう。

【事例】広告宣伝費の繰上げ計上

　調査対象法人は、スポーツウェアを中

心に衣類全般を販売するアパレル業を営

む法人です。調査対象期において、スポ

ーツブランド商品の事業拡大を図る一環

として、プロゴルファーとスポンサー専

属契約を締結し、ゴルフウェア等を供給

することとしていました。

　新規事業であることから、調査重点項

目として概況を聴取するとともに、関係

書類を確認したところ、ゴルフシーズン

開幕前に、１年分のゴルフウェアを一括

して、スポーツブランドメーカーである

仕入先からプロゴルファーに直接納入さ

せ、決算期末である３月末に、広告宣伝

費として総額が計上されていました。

　Ａ調査官はスポーツ観戦が好きで、最

近、ゴルフにも興味を持ち、プロゴルファ

ーの大会にも観戦に出かけていました。

　そんなＡ調査官には、「スポンサー契

約したプロゴルファーに、いきなり、シ

ーズン中のウェアをすべて渡すことはな

いのではないか？」「全国を転戦して移

動するツアープロには、その都度、ウェ

ア等を提供するのが普通ではないだろう

か？」「天候やコンディションによって

もコーディネートを変える必要がある

し、使用しているうちに改良点が出てく

る場合もあるはず」と、次々に疑問が押

し寄せてきました。

　さらに、広告宣伝費の計上内容を確認

すると、シーズン開幕前のトレーニング

用にも、同様にウェアが提供されており、

別に広告宣伝費として計上されているこ

とが判明しました。

　そこで、調査法人の担当者に、提供し

たゴルフウェア等の納入状況を確認した

ところ、「メーカー直納なので、はっき

りとは分からない」などの曖昧な回答が

多く、要領を得ない状況でした。

　こうなると、仕入先であるメーカーに

確認するしかありません。直ちに、反面

調査に向かうことにしました。迅速な対

応が功を奏して、仕入先は、調査法人か

ら依頼されて、ツアー開幕前の未納品で

あるウェア等についても、納品書・請求

書を作成して、代金を請求した旨を認め

ました。

　想定が的中した達成感を胸に、帰局を

急ぐＡ調査官でした。

　

所

得

税

法

�

条

は

、

個

人

が

無

利

息

融

資

を

受

け

た

場

合

に

は

、

利

息

相

当

額

の

経

済

的

な

利

益

を

享

受

し

た

と

い

う

こ

と

で

課

税

の

対

象

に

し

て

い

る

。

他

方

、

法

人

税

法

�

条

は

、

法

人

が

無

利

息

融

資

を

し

た

場

合

に

は

、

利

息

相

当

額

の

収

益

が

実

現

し

た

と

い

う

こ

と

で

課

税

の

対

象

に

し

て

い

る

が

、

無

利

息

融

資

を

受

け

た

場

合

に

は

収

益

を

認

識

し

な

い

こ

と

に

し

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

か

つ

て

、

国

税

庁

や

国

税

局

の

幹

部

が

監

修

し

て

い

た

解

説

書

に

は

、

会

社

の

経

営

者

が

当

該

会

社

に

対

し

て

無

利

息

融

資

を

し

て

も

特

段

課

税

は

生

じ

な

い

旨

説

明

さ

れ

て

い

た

。

　

と

こ

ろ

が

、

こ

の

よ

う

な

解

説

を

よ

り

ど

こ

ろ

に

し

て

か

、

某

会

社

の

経

営

者

が

、

当

該

会

社

の

株

式

の

公

開

を

契

機

に

、

自

己

が

管

理

す

る

資

産

管

理

会

社

に

対

し

て

、

３

４

５

５

億

円

余

の

無

利

息

融

資

を

し

て

、

当

該

公

開

株

式

を

３

４

５

０

億

円

で

取

得

さ

せ

た

。

こ

れ

に

よ

り

、

当

該

経

営

者

は

、

当

時

の

財

産

評

価

基

本

通

達

の

取

扱

い

に

よ

り

、

当

該

公

開

株

式

の

相

続

税

評

価

額

を

１

０

０

分

の

１

く

ら

い

に

圧

縮

で

き

る

も

の

と

見

込

ま

れ

た

。

も

っ

と

も

、

そ

の

後

の

こ

の

通

達

の

改

正

に

よ

り

、

当

該

節

税

策

は

水

泡

に

帰

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

　

そ

れ

に

加

え

、

「

泣

き

っ

面

に

蜂

」

の

如

く

、

当

該

経

営

者

は

、

当

該

無

利

息

融

資

に

対

し

て

同

族

会

社

等

の

行

為

計

算

の

否

認

規

定

が

適

用

さ

れ

、

３

年

分

の

所

得

税

に

つ

き

、

約

５

０

０

億

円

の

受

取

利

息

を

認

定

す

る

課

税

処

分

を

受

け

る

こ

と

に

な

っ

た

。

そ

の

た

め

、

当

該

経

営

者

は

、

前

述

の

当

局

側

の

解

説

書

を

盾

に

、

当

該

課

税

処

分

の

信

義

則

違

反

等

を

理

由

に

そ

の

取

消

し

を

求

め

て

法

廷

で

争

っ

た

。

　

一

審

の

東

京

地

裁

平

成

９

年

４

月

�

日

判

決

は

、

本

件

の

よ

う

な

巨

額

な

無

利

息

融

資

は

結

果

的

に

当

該

経

営

者

の

所

得

税

の

負

担

を

不

当

に

減

少

さ

せ

る

旨

判

示

し

て

同

族

会

社

等

の

行

為

計

算

否

認

規

定

に

よ

る

課

税

処

分

の

適

法

性

を

認

め

、

か

つ

、

前

述

の

国

税

当

局

の

解

説

書

は

信

義

則

適

用

上

の

公

的

見

解

の

表

示

に

当

た

ら

な

い

旨

判

示

し

た

。

　

他

方

、

控

訴

審

の

東

京

高

裁

平

成

�

年

５

月

�

日

判

決

は

、

同

族

会

社

等

の

行

為

計

算

の

否

認

規

定

の

適

用

を

認

め

、

信

義

則

の

適

用

を

否

定

し

た

も

の

の

、

国

税

当

局

が

関

与

し

て

い

る

解

説

書

の

内

容

を

納

税

者

が

信

用

す

る

の

は

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

し

て

、

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

に

係

る

「

正

当

な

理

由

」

を

認

め

当

該

賦

課

決

定

処

分

を

取

り

消

し

た

。

　

か

く

し

て

、

上

告

審

の

最

高

裁

平

成

�

年

７

月

�

日

判

決

は

、

同

族

会

社

の

行

為

計

算

の

否

認

規

定

を

適

用

し

た

課

税

処

分

の

適

法

性

を

認

め

る

と

と

も

に

、

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

の

適

法

性

を

も

認

め

て

、

当

該

事

件

を

決

着

さ

せ

た

。

　

こ

の

よ

う

な

事

件

に

つ

い

て

は

、

所

得

税

法

�

条

、

１

５

７

条

及

び

法

人

税

法

�

条

並

び

に

国

税

通

則

法

�

条

の

解

釈

に

影

響

を

及

ぼ

す

こ

と

に

な

っ

た

が

、

実

務

上

も

い

く

つ

か

の

問

題

を

提

起

し

て

い

る

。

　

一

つ

は

、

こ

の

事

件

を

契

機

に

、

国

税

庁

は

、

担

当

者

に

よ

る

書

物

を

通

し

て

解

説

に

当

た

っ

て

消

極

的

に

な

り

、

解

説

に

当

た

っ

て

は

、

一

切

肩

書

き

を

付

け

ず

、

か

つ

、

文

末

に

は

、

「

意

見

に

わ

た

る

部

分

は

私

見

で

あ

る

」

を

付

加

す

る

よ

う

に

指

示

し

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

　

二

つ

は

、

同

族

会

社

の

経

営

者

が

、

当

該

同

族

会

社

に

対

し

て

、

経

営

の

立

て

直

し

等

を

目

的

に

資

金

を

融

資

す

る

こ

と

は

よ

く

あ

る

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

場

合

、

当

該

同

族

会

社

の

経

営

が

順

調

で

な

い

限

り

（

順

調

で

あ

れ

ば

融

資

も

必

要

な

い

が

）

、

無

利

息

で

行

わ

れ

る

の

が

通

常

で

あ

る

。

こ

の

場

合

、

ど

の

く

ら

い

の

無

利

息

融

資

で

あ

れ

ば

同

族

会

社

等

の

行

為

計

算

の

否

認

を

受

け

な

い

の

か

？

　

と

い

う

質

問

は

よ

く

聞

か

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

　

確

か

に

、

前

述

の

事

件

の

よ

う

に

、

３

４

５

０

億

円

と

い

う

巨

額

で

あ

れ

ば

否

認

さ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

「

億

単

位

に

な

ら

な

け

れ

ば

問

題

に

は

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

」

と

答

え

る

こ

と

に

し

て

き

た

。

も

っ

と

も

、

現

在

と

前

述

の

事

件

の

頃

の

市

場

金

利

は

、

一

桁

違

う

わ

け

で

あ

る

か

ら

、

現

在

で

は

、

億

単

位

の

無

利

息

融

資

が

あ

っ

た

か

ら

と

い

っ

て

、

直

ち

に

行

為

計

算

の

否

認

規

定

が

発

動

さ

れ

る

と

も

考

え

ら

れ

な

い

。

　

そ

れ

に

し

て

も

、

会

社

経

営

者

が

当

該

会

社

に

融

資

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

相

当

の

リ

ス

ク

を

伴

う

こ

と

で

あ

り

、

前

述

の

事

件

に

お

い

て

も

、

約

２

０

０

０

億

円

回

収

す

る

に

止

ま

っ

て

い

る

。

ま

た

、

こ

の

よ

う

に

、

不

良

債

権

化

し

や

す

い

の

に

、

相

続

税

だ

け

は

額

面

で

課

税

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

の

で

、

そ

の

点

の

留

意

も

重

要

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

土

地

建

物

等

の

譲

渡

所

得

を

中

心

に

譲

渡

所

得

の

計

算

方

法

や

課

税

の

特

例

、

申

告

の

仕

方

等

に

つ

い

て

、

最

新

の

法

令

・

通

達

（

令

和

６

年

�

月

現

在

）

に

よ

っ

て

解

説

。

　

納

税

者

の

方

々

が

自

分

で

確

定

申

告

が

で

き

る

よ

う

に

申

告

書

記

載

例

を

多

数

収

録

し

、

公

共

事

業

に

伴

う

収

用

等

の

際

の

事

前

協

議

の

方

法

も

詳

解

。

　

具

体

的

に

は

、

配

偶

者

居

住

権

・

配

偶

者

敷

地

利

用

権

に

係

る

建

物

・

土

地

等

に

つ

い

て

の

取

得

費

や

、

低

未

利

用

土

地

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

の

特

別

控

除

、

被

相

続

人

の

居

住

用

財

産

の

譲

渡

所

得

の

特

別

控

除

、

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

特

例

、

株

式

譲

渡

益

課

税

制

度

、

公

益

法

人

等

に

財

産

を

寄

附

し

た

場

合

の

承

認

手

続

、

公

共

事

業

の

事

前

協

議

の

仕

方

な

ど

に

つ

い

て

解

説

。

　

「

譲

渡

所

得

の

範

囲

」

か

ら

、

「

国

外

転

出

時

課

税

制

度

」

ま

で

全

�

章

で

構

成

。

　

確

定

申

告

書

・

明

細

書

の

記

載

例

を

数

多

く

収

録

し

、

「

遺

産

の

取

得

の

た

め

に

要

し

た

弁

護

士

費

用

」

な

ど

具

体

例

に

即

し

た

質

疑

応

答

を

�

問

掲

載

。

　

譲

渡

所

得

に

関

わ

る

者

に

欠

か

せ

な

い

一

冊

。

　

Ｂ

５

判

、

８

３

２

ペ

ー

ジ

。

定

価

４

５

１

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

帳

簿

等

に

真

実

の

仕

入

先

の

氏

名

等

が

記

載

さ

れ

て

い

な

い

の

で

仕

入

税

額

控

除

は

適

用

で

き

ず

、

請

求

人

が

行

っ

た

各

取

引

も

請

求

人

の

主

張

す

る

委

託

販

売

契

約

で

は

な

く

、

売

買

契

約

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

と

し

た

事

例

。

　

原

処

分

庁

が

請

求

人

の

帳

簿

等

に

、

金

製

の

商

品

の

各

取

引

に

つ

い

て

真

実

の

仕

入

先

の

氏

名

等

が

記

載

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

か

ら

、

消

費

税

の

仕

入

税

額

控

除

を

適

用

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

し

て

原

処

分

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

各

取

引

は

売

買

取

引

で

は

な

く

委

託

販

売

契

約

に

基

づ

く

取

引

で

あ

る

と

と

も

に

、

帳

簿

等

に

は

真

実

の

仕

入

先

の

氏

名

等

が

記

載

さ

れ

て

い

る

な

ど

と

し

て

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

が

各

取

引

先

と

の

間

で

各

商

品

の

売

買

の

合

意

が

あ

っ

た

と

認

め

ら

れ

る

も

の

の

、

各

商

品

の

販

売

を

各

取

引

先

か

ら

受

託

し

、

委

託

に

基

づ

い

て

販

売

す

る

と

の

合

意

が

あ

っ

た

と

は

認

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

な

ど

と

し

て

、

処

分

を

適

法

だ

と

す

る

判

断

を

下

し

た

（

令

和

５

年

９

月

５

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

貴

金

属

、

宝

石

、

真

珠

お

よ

び

そ

れ

ら

の

製

品

、

装

身

具

の

輸

出

入

販

売

等

を

目

的

と

す

る

法

人

。

　

請

求

人

は

令

和

元

年

５

月

�

日

、

適

用

開

始

日

を

元

年

７

月

１

日

と

し

て

、

課

税

期

間

を

三

月

ご

と

の

期

間

に

短

縮

す

る

こ

と

を

届

け

出

る

「

消

費

税

課

税

期

特

例

選

択

届

出

書

」

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

（

元

年

�

月

１

日

か

ら

元

年

�

月

�

日

ま

で

お

よ

び

２

年

１

月

１

日

か

ら

２

年

３

月

�

日

ま

で

の

各

課

税

期

間

を

あ

わ

せ

て

本

件

課

税

期

間

と

い

う

）

。

　

請

求

人

は

本

件

各

課

税

期

間

に

、

請

求

人

の

も

と

へ

商

品

を

持

ち

込

ん

だ

と

さ

れ

て

い

る

者

（

各

取

引

先

）

と

の

間

で

各

取

引

を

行

っ

た

。

そ

し

て

、

請

求

人

は

各

取

引

先

が

各

商

品

を

請

求

人

に

持

ち

込

ん

だ

際

に

そ

の

場

で

、

各

取

引

先

に

「

買

取

申

込

書

」

と

題

す

る

書

面

に

あ

る

確

認

事

項

欄

お

よ

び

お

客

様

情

報

欄

を

記

入

さ

せ

、

そ

れ

を

請

求

人

に

提

出

さ

せ

る

な

ど

し

て

い

た

。

　

請

求

人

は

各

商

品

を

特

定

の

本

件

売

上

先

に

売

却

し

て

お

り

、

そ

の

売

却

の

際

、

本

件

売

上

先

か

ら

請

求

人

を

名

宛

人

と

し

て

、

取

引

日

（

売

却

日

）

ご

と

に

作

成

さ

れ

た

「

計

算

書

お

客

様

控

」

と

題

す

る

書

面

（

各

売

上

計

算

書

）

と

と

も

に

各

商

品

の

売

却

代

金

を

現

金

で

受

領

し

て

い

た

。

　

請

求

人

は

本

件

売

上

先

か

ら

受

領

し

た

各

売

上

計

算

書

を

も

と

に

、

各

取

引

先

ご

と

に

買

取

計

算

書

と

題

す

る

書

面

を

２

部

作

成

し

、

そ

の

１

部

を

各

取

引

先

に

交

付

し

、

請

求

人

が

支

払

う

金

額

の

確

認

を

受

け

た

上

で

、

各

取

引

先

に

現

金

で

支

払

い

、

残

り

の

１

部

に

各

取

引

先

か

ら

現

金

を

受

領

し

た

旨

の

署

名

を

受

け

、

請

求

人

が

保

存

し

て

い

た

。

　

請

求

人

は

各

課

税

期

間

の

消

費

税

等

に

つ

い

て

、

各

取

引

高

を

本

件

各

課

税

期

間

の

課

税

仕

入

れ

に

係

る

支

払

対

価

の

額

に

含

め

て

控

除

対

象

仕

入

税

額

を

計

算

し

、

消

費

税

等

の

各

確

定

申

告

書

を

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

本

件

各

課

税

期

間

の

消

費

税

等

に

つ

い

て

、

４

年

１

月

�

日

で

各

更

正

処

分

お

よ

び

過

少

申

告

加

算

税

の

各

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

の

各

取

引

は

委

託

販

売

契

約

ま

た

は

売

買

契

約

の

い

ず

れ

の

契

約

に

基

づ

く

取

引

に

該

当

す

る

か

。

ま

た

、

各

取

引

は

仕

入

税

額

控

除

が

適

用

さ

れ

る

か

否

か

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

は

各

取

引

は

売

買

契

約

に

基

づ

く

取

引

で

は

な

く

、

各

取

引

の

取

引

先

か

ら

委

託

さ

れ

、

請

求

人

名

義

で

売

上

先

に

販

売

し

た

委

託

販

売

契

約

に

基

づ

く

取

引

で

あ

っ

て

、

消

費

税

法

基

本

通

達

�

―

１

―

�

《

委

託

販

売

等

に

係

る

手

数

料

》

に

定

め

る

方

法

に

基

づ

き

、

各

取

引

に

係

る

商

品

の

販

売

に

伴

い

収

受

し

た

金

額

を

課

税

資

産

の

譲

渡

等

の

対

価

の

額

と

し

、

各

取

引

先

に

支

払

っ

た

金

額

を

課

税

仕

入

れ

に

係

る

支

払

対

価

の

額

と

し

て

経

理

処

理

を

し

た

も

の

で

あ

る

。

同

通

達

が

定

め

る

委

託

販

売

に

係

る

経

理

処

理

の

方

法

の

い

ず

れ

を

採

用

し

た

と

し

て

も

消

費

税

額

は

同

額

と

な

る

べ

き

で

あ

る

か

ら

、

課

税

売

上

高

は

そ

の

ま

ま

で

課

税

仕

入

れ

の

み

を

是

正

す

る

原

処

分

は

誤

り

で

あ

り

、

消

費

税

法

�

条

《

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

の

控

除

》

７

項

の

規

定

が

適

用

さ

れ

る

消

費

税

額

に

係

る

課

税

仕

入

れ

の

税

抜

金

額

相

当

額

が

、

課

税

資

産

の

譲

渡

等

の

対

価

の

額

か

ら

減

額

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

旨

も

主

張

す

る

。

　

し

か

し

、

請

求

人

と

各

取

引

先

と

の

間

で

作

成

さ

れ

た

書

面

の

記

載

内

容

か

ら

す

れ

ば

、

各

取

引

に

当

た

り

、

請

求

人

と

各

取

引

先

と

の

間

に

委

託

販

売

契

約

の

合

意

が

あ

っ

た

と

は

認

め

ら

れ

ず

、

各

取

引

は

請

求

人

と

各

取

引

先

と

の

間

の

売

買

契

約

に

基

づ

く

取

引

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

課

税

資

産

の

譲

渡

等

の

対

価

の

額

を

減

額

す

べ

き

理

由

は

な

い

。

　

ま

た

、

請

求

人

は

各

取

引

に

つ

い

て

、

請

求

人

の

帳

簿

お

よ

び

請

求

書

等

に

記

載

し

た

氏

名

は

真

実

の

取

引

先

の

も

の

で

あ

っ

て

、

仮

に

本

件

帳

簿

氏

名

が

真

実

の

取

引

先

の

も

の

で

は

な

い

と

し

て

も

、

請

求

人

は

各

取

引

の

相

手

先

が

提

示

し

た

本

人

確

認

資

料

を

真

実

の

も

の

で

あ

る

と

の

認

識

の

下

、

適

正

に

本

人

確

認

等

を

行

っ

た

上

で

各

取

引

を

し

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

本

件

帳

簿

氏

名

が

真

実

の

取

引

先

の

も

の

と

信

ず

べ

き

相

当

の

理

由

が

あ

り

、

各

取

引

に

係

る

消

費

税

額

に

、

消

費

税

法

�

条

《

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

の

控

除

》

１

項

の

規

定

に

よ

る

控

除

（

仕

入

税

額

控

除

）

が

適

用

さ

れ

る

旨

を

主

張

し

て

い

る

。

　

し

か

し

、

本

件

帳

簿

氏

名

の

者

が

各

取

引

の

日

に

日

本

国

内

に

滞

在

し

て

い

な

い

こ

と

等

か

ら

す

れ

ば

、

本

件

帳

簿

氏

名

は

各

取

引

に

係

る

真

実

の

取

引

先

の

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

加

え

て

、

請

求

人

が

各

取

引

に

際

し

て

取

引

相

手

の

真

実

性

等

に

つ

き

積

極

的

か

つ

厳

格

な

確

認

を

行

わ

な

か

っ

た

こ

と

等

か

ら

す

れ

ば

、

請

求

人

に

は

本

件

帳

簿

氏

名

が

真

実

の

取

引

先

の

も

の

と

信

ず

べ

き

相

当

の

理

由

が

あ

っ

た

と

は

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

か

ら

、

各

取

引

に

係

る

消

費

税

額

に

つ

い

て

仕

入

税

額

控

除

は

適

用

さ

れ

な

い

。

　

　

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　ふるさと納税の仕組みを活用して、母校など応援したい公立高

校等を指定して寄附することができる制度が全国の自治体に広が

っている。

　大阪府は今年４月から「大阪府母校応援ふるさと納税制度」と

して寄附の受付を開始した。府内の公立・私立高校等が対象とな

っており、母校に限らず、希望する高校等を直接支援することが

できる。ふるさと納税を活用することになるが、返礼品はない。

ふるさと納税は、寄附金のうち２０００円を超える部分について、一

定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除さ

れるため、例えば、私立の学校法人への寄附における所得控除と

比べると、控除額が優遇されることになる。

　同制度の申込みは、大阪府のウエブサイト「大阪教育ゆめ基金」

からオンラインで行うことができる。応援したい高校等を選択し、

クレジット払いや振込みで寄附する。なお、郵送やファクシミリ

での申込みも可能となっている。対象となる高校等は令和６年４

月４日時点で、府立高校が１５１校、府立支援学校等が�校、府立

図書館・博物館等が９施設、私立高校、専修学校（高等課程）、

各種学校が�校となっている。私立高校は府内�校中の�校が参

加している。同サイトでは、各高校等の紹介などを閲覧すること

もできる。

　寄附の受付は４月４日から始まっており、高校等による寄附金

の活用は来年の４月以降となっている。寄附金は、教育環境の整

備を図る事業、特色・魅力ある教育の実践を図る事業、スポーツ

・文化活動の充実を図る事業に活用することができる。ふるさと

納税を活用するため、寄附金は大阪府がいったん収受して、補助

金という形で高校等に渡される。なお、寄附額の３％は大阪府の

事務手数料となっており、それを除いた全額が高校等に渡される

としている。

　同制度で寄附する場合のメリットとしては、例えば、年収５００

万円で所得税率が�％となる個人が、私立の学校法人に５万円を

直接寄附すると、所得控除よる控除額は４８００円となるが、同制度

で同様に寄附すると、ふるさと納税による控除額は４万８０００円と

なり、より優遇された控除を受けることができる。

　このようなふるさと納税を活用して公立高校等を応援する制度

は、福井県、富山県、鹿児島県などでも実施されている。福井県

では、県内の高校等を指定して寄附ができる「ふるさと母校応援

寄付」をすでに実施しており、それらの５年度の寄附額は６６６万

円となっている。寄附金の使い道としては、自習室の整備や講演

設備の充実、部活動の備品購入、学生の短期海外研修など、学校

ごとに必要な事業に活用されている。

　

税

法

は

、

行

政

法

の

一

部

で

あ

っ

た

。

い

ま

で

も

一

部

で

あ

る

こ

と

は

変

わ

ら

な

い

。

租

税

手

続

法

と

い

わ

れ

る

、

税

務

調

査

の

規

定

や

、

納

税

者

が

課

税

を

争

う

行

政

不

服

申

立

て

と

税

務

訴

訟

な

ど

の

争

訟

法

の

規

定

が

あ

る

か

ら

だ

。

　

こ

れ

ら

は

行

政

法

の

一

部

だ

が

、

税

法

の

専

門

性

が

高

度

に

発

展

し

て

い

る

た

め

、

税

法

研

究

か

ら

の

ア

プ

ロ

ー

チ

が

多

い

現

状

が

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

な

か

で

今

年

の

５

月

に

、

行

政

法

と

税

法

の

接

点

を

争

点

と

し

た

最

高

裁

判

決

が

下

さ

れ

た

。

青

色

申

告

の

承

認

を

取

り

消

す

処

分

に

つ

い

て

、

事

前

に

告

知

や

聴

聞

の

機

会

を

与

え

な

い

現

行

規

定

が

適

正

手

続

を

保

障

し

た

憲

法

�

条

に

違

反

し

な

い

か

が

争

わ

れ

、

合

憲

と

判

断

さ

れ

た

。

行

政

法

学

者

で

あ

る

宇

賀

克

也

裁

判

官

が

、

反

対

意

見

を

述

べ

注

目

が

集

ま

っ

て

い

る

。

　

本

書

は

、

行

政

法

学

者

が

「

租

税

法

へ

の

提

言

」

に

挑

ん

だ

研

究

書

で

あ

る

点

に

特

色

が

あ

る

。

執

筆

を

重

ね

た

税

法

論

文

を

整

理

し

、

２

０

２

３

年

に

刊

行

さ

れ

た

。

６

０

０

頁

に

及

ぶ

本

書

の

著

者

で

あ

る

阿

部

泰

隆

の

名

前

を

聞

い

た

こ

と

が

な

い

法

曹

三

者

は

い

な

い

だ

ろ

う

。

　

ビ

ッ

グ

ネ

ー

ム

が

、

な

ぜ

研

究

領

域

と

し

て

は

異

分

野

で

あ

る

税

法

に

挑

戦

し

た

の

か

。

「

租

税

法

学

は

、

も

と

も

と

行

政

法

の

い

わ

ば

子

会

社

で

あ

っ

た

が

、

今

で

は

、

親

会

社

を

超

え

る

大

会

社

に

成

長

し

」

た

と

喩

え

る

著

者

は

、

税

法

を

「

法

解

釈

学

の

宝

庫

」

と

評

し

、

「

租

税

法

学

を

中

心

に

研

究

す

れ

ば

よ

か

っ

た

」

と

す

ら

述

べ

る

（

は

し

が

き

ⅲ

頁

参

照

）

。

　

阿

部

先

生

は

、

わ

た

し

の

税

法

解

釈

な

ど

の

論

文

も

さ

ま

ざ

ま

引

用

し

て

く

だ

さ

っ

て

い

る

。

引

用

文

献

を

み

る

と

、

税

法

学

の

議

論

を

行

政

法

学

か

ら

フ

ラ

ッ

ト

に

み

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

感

じ

る

。

　

ボ

リ

ュ

ー

ム

の

あ

る

論

文

集

だ

が

、

特

に

重

要

な

の

は

、

本

書

の

総

論

と

も

い

い

得

る

３

つ

の

論

文

だ

ろ

う

。

重

要

と

は

、

税

法

学

で

は

煮

詰

ま

っ

て

い

る

よ

う

に

も

み

え

る

重

要

問

題

を

、

行

政

法

学

の

観

点

か

ら

自

由

自

在

に

あ

る

べ

き

方

向

に

導

く

解

釈

論

が

展

開

さ

れ

て

い

る

か

ら

だ

。

　

具

体

的

に

は

、

①

「

租

税

法

の

解

釈

―

最

高

裁

判

例

の

分

析

と

私

見

（

文

理

解

釈

・

趣

旨

解

釈

か

ら

予

見

可

能

性

重

視

へ

）

」

（

序

章

）

、

②

「

官

民

対

等

へ

の

租

税

行

政

法

改

革

―

租

税

訴

訟

に

お

け

る

実

効

的

権

利

救

済

、

適

正

手

続

、

租

税

法

律

主

義

の

充

実

等

」

（

第

１

章

）

、

③

「

法

令

の

誤

解

に

よ

る

想

定

外

の

課

税

に

対

す

る

納

税

者

の

救

済

（

法

的

リ

ス

ク

の

低

減

策

）

」

（

第

２

章

）

で

あ

る

。

　

阿

部

先

生

は

、

は

し

が

き

で

「

裁

判

所

は

税

務

当

局

の

間

違

い

に

は

寛

大

で

納

税

者

の

勘

違

い

に

は

厳

し

」

い

と

も

指

摘

す

る

（

ⅲ

頁

）

。

実

際

、

過

少

な

申

告

を

行

っ

た

納

税

者

に

は

加

算

税

と

い

う

名

の

ペ

ナ

ル

テ

ィ

が

賦

課

さ

れ

る

が

、

国

側

に

落

ち

度

が

あ

る

場

合

は

、

こ

れ

が

賦

課

さ

れ

な

い

だ

け

で

、

国

に

ペ

ナ

ル

テ

ィ

が

課

さ

れ

る

こ

と

に

は

な

ら

な

い

。

　

世

間

の

常

識

は

も

ち

ろ

ん

、

税

法

の

常

識

に

つ

い

て

も

、

１

度

疑

っ

て

み

る

こ

と

が

、

時

に

必

要

に

な

る

だ

ろ

う

。

　

行

政

法

学

の

泰

斗

が

挑

戦

し

た

税

法

の

解

釈

問

題

は

、

納

税

者

の

予

測

可

能

性

を

も

っ

と

考

え

よ

う

、

と

い

う

視

点

で

括

る

こ

と

が

で

き

そ

う

だ

。

本

書

を

ひ

も

解

け

ば

、

き

っ

と

思

考

の

起

爆

剤

に

な

る

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

福

岡

国

税

局

の

大

石

一

郎

局

長

は

�

月

�

日

、

福

岡

市

西

区

の

九

州

大

学

で

経

済

学

部

の

２

～

４

年

生

１

８

５

人

を

対

象

に

「

税

制

の

現

状

と

課

題

」

と

題

し

て

講

演

を

行

っ

た

＝

写

真

。

将

来

を

担

う

大

学

生

に

税

へ

の

理

解

を

深

め

て

も

ら

お

う

と

実

施

し

た

も

の

。

　

大

石

局

長

は

、

財

政

の

現

状

や

税

の

根

拠

・

役

割

な

ど

に

つ

い

て

説

明

す

る

と

と

も

に

、

国

税

庁

の

使

命

や

国

税

職

員

の

仕

事

内

容

に

つ

い

て

語

っ

た

。

そ

の

中

で

は

、

適

正

・

公

平

な

課

税

お

よ

び

徴

収

の

実

現

へ

の

対

応

や

シ

ェ

ア

リ

ン

グ

エ

コ

ノ

ミ

ー

等

の

新

し

い

経

済

分

野

に

お

け

る

適

正

な

課

税

の

確

保

に

向

け

た

取

り

組

み

な

ど

を

紹

介

し

た

。

　

ま

た

、

講

演

後

は

同

大

学

出

身

の

職

員

が

国

税

専

門

官

の

募

集

に

つ

い

て

案

内

し

、

関

心

を

持

つ

学

生

ら

が

詳

細

を

確

認

し

て

い

た

。

　

公

益

財

団

法

人

納

税

協

会

連

合

会

青

年

部

会

連

絡

協

議

会

（

石

光

堅

太

郎

会

長

）

主

催

、

滋

賀

県

青

年

部

会

連

絡

協

議

会

（

中

村

憲

司

会

長

）

主

管

に

よ

る

第

�

回

「

納

税

協

会

青

年

の

集

い

」

滋

賀

大

会

が

�

月

�

日

、

大

津

市

民

会

館

で

行

わ

れ

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

木

村

秀

美

大

阪

国

税

局

長

ら

来

賓

と

青

年

部

会

員

ら

多

数

が

出

席

。

各

地

域

で

の

租

税

教

育

活

動

や

健

康

経

営

の

取

組

状

況

な

ど

に

つ

い

て

、

�

地

域

の

青

年

部

会

連

絡

協

議

会

が

独

自

の

取

組

を

発

表

し

た

。

優

秀

青

連

協

に

は

、

表

彰

ト

ロ

フ

ィ

ー

な

ど

が

贈

呈

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

大

本

山

石

山

寺

第

�

世

座

主

の

鷲

尾

龍

華

さ

ん

を

講

師

に

招

き

、

「

紫

式

部

ゆ

か

り

の

石

山

寺

」

と

題

し

て

講

演

会

を

行

っ

た

。

　

な

お

、

来

年

は

第

�

回

「

納

税

協

会

青

年

の

集

い

」

神

戸

大

会

を

開

催

す

る

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

中

法

人

会

（

高

橋

洋

康

会

長

）

は

�

月

６

日

、

税

を

考

え

る

週

間

行

事

の

一

環

と

し

て

、

札

幌

中

税

務

署

堀

合

広

幸

署

長

の

講

演

会

を

実

施

し

た

＝

写

真

。

　

講

演

会

は

「

体

験

！

租

税

教

室

」

と

い

う

テ

ー

マ

で

、

租

税

教

育

を

担

当

す

る

中

学

校

の

社

会

科

担

当

教

師

に

対

し

て

作

成

し

た

説

明

動

画

に

基

づ

き

、

ク

イ

ズ

や

ユ

ー

モ

ア

を

交

え

な

が

ら

説

明

し

た

。

　

中

学

生

向

け

と

は

言

え

レ

ベ

ル

の

高

い

内

容

で

、

改

め

て

税

の

仕

組

み

や

役

割

を

再

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

　

講

演

中

は

、

皆

、

熱

心

に

聞

き

入

っ

て

お

り

、

終

了

後

に

は

「

大

人

で

も

十

分

通

じ

る

有

意

義

な

租

税

教

室

で

あ

っ

た

」

と

の

感

想

が

聞

か

れ

た

。

　

愛

知

・

一

般

社

団

法

人

中

川

青

色

申

告

会

女

性

部

（

飯

尾

久

美

子

部

長

）

は

�

月

８

日

、

名

古

屋

市

工

業

研

究

所

で

中

川

税

務

署

と

の

懇

談

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

中

川

署

か

ら

金

川

義

英

署

長

、

小

梶

由

美

子

副

署

長

、

近

藤

誠

個

人

第

一

統

括

官

、

山

田

一

喜

記

帳

指

導

担

当

を

迎

え

、

宇

野

久

夫

専

務

理

事

の

進

行

で

行

わ

れ

た

。

　

金

川

署

長

は

「

イ

ン

ボ

イ

ス

導

入

で

記

帳

も

複

雑

に

な

り

、

会

計

ソ

フ

ト

に

も

挑

戦

し

て

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

つ

な

げ

て

ほ

し

い

」

と

あ

い

さ

つ

し

た

。

　

懇

談

会

で

は

、

中

川

会

の

印

象

や

活

動

内

容

な

ど

に

つ

い

て

、

率

直

な

感

想

を

述

べ

る

な

ど

、

和

や

か

に

交

流

を

深

め

た

。

　

長

野

優

法

会

（

塚

田

裕

一

会

長

）

は

�

月

�

日

、

長

野

市

内

の

ホ

テ

ル

国

際

�

で

第

�

回

研

修

会

を

開

催

し

た

。

研

修

会

は

二

部

構

成

で

、

第

一

部

は

長

野

税

務

署

の

平

野

忠

範

署

長

が

「

こ

れ

か

ら

の

社

会

に

向

か

っ

て

」

と

題

し

て

、

第

二

部

は

信

越

放

送

㈱

の

中

澤

佳

子

ア

ナ

ウ

ン

ス

部

部

長

が

「

働

き

方

改

革

を

考

え

る

～

誰

も

が

気

持

ち

よ

く

働

く

た

め

に

～

」

と

題

し

て

そ

れ

ぞ

れ

講

演

し

た

。

　

こ

の

う

ち

、

第

一

部

の

平

野

署

長

の

講

演

で

は

、

税

務

行

政

の

変

遷

や

デ

ジ

タ

ル

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

と

税

務

行

政

、

酒

類

業

の

振

興

な

ど

に

つ

い

て

説

明

が

行

わ

れ

た

。

　

続

く

第

二

部

の

中

澤

部

長

の

講

演

で

は

、

過

去

の

ア

ナ

ウ

ン

サ

ー

業

界

の

厳

し

さ

や

現

在

の

Ｚ

世

代

が

求

め

る

働

き

方

と

の

ギ

ャ

ッ

プ

に

つ

い

て

言

及

＝

写

真

。

世

代

間

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

重

要

性

を

強

調

し

、

お

互

い

を

理

解

し

合

う

こ

と

の

大

切

さ

を

訴

え

て

い

た

。

ま

た

、

時

代

が

変

化

す

る

中

で

、

自

分

自

身

も

変

化

し

て

い

く

こ

と

の

大

切

さ

を

語

っ

た

。

　

国

税

庁

の

令

和

６

年

度

「

租

税

教

育

推

進

校

等

表

彰

」

で

、

福

岡

・

公

益

社

団

法

人

大

牟

田

法

人

会

（

井

形

善

隆

会

長

）

が

国

税

庁

長

官

賞

を

受

賞

し

、

こ

の

ほ

ど

大

牟

田

市

内

で

感

謝

状

の

贈

呈

式

が

行

わ

れ

た

。

　

租

税

教

育

推

進

校

等

表

彰

制

度

は

、

租

税

教

育

の

推

進

に

特

に

功

績

が

あ

っ

た

学

校

や

そ

の

他

の

団

体

に

贈

ら

れ

る

も

の

で

、

同

会

は

毎

年

�

校

を

超

え

る

小

中

学

校

で

租

税

教

室

実

施

し

て

い

る

ほ

か

、

コ

ロ

ナ

禍

で

租

税

教

室

が

実

施

で

き

な

い

期

間

中

に

は

独

自

の

租

税

教

育

Ｄ

Ｖ

Ｄ

を

作

成

し

配

布

す

る

な

ど

、

租

税

教

育

の

推

進

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

　

贈

呈

式

で

は

、

大

石

一

郎

福

岡

国

税

局

長

か

ら

井

形

会

長

に

感

謝

状

と

記

念

品

が

手

渡

さ

れ

た

＝

写

真

。

　

佐

賀

税

務

署

（

岩

下

輝

昭

署

長

）

と

公

益

社

団

法

人

佐

賀

法

人

会

（

陣

内

博

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

佐

賀

市

の

Ｓ

Ａ

Ｇ

Ａ

ア

リ

ー

ナ

で

「

ウ

ォ

ー

ク

ラ

リ

ー

税

金

ク

イ

ズ

」

を

開

催

し

、

１

０

０

人

を

超

え

る

子

ど

も

や

家

族

連

れ

が

参

加

し

た

。

　

市

民

ら

に

税

へ

の

関

心

と

知

識

を

深

め

て

も

ら

お

う

と

企

画

し

た

も

の

で

、

当

日

は

、

同

ア

リ

ー

ナ

周

辺

に

設

置

さ

れ

た

チ

ェ

ッ

ク

ポ

イ

ン

ト

を

巡

り

な

が

ら

税

金

ク

イ

ズ

に

挑

戦

し

「

日

本

で

は

税

金

は

い

つ

の

時

代

か

ら

あ

る

の

？

」

な

ど

、

三

択

形

式

の

問

題

に

家

族

や

友

達

と

楽

し

み

な

が

ら

取

り

組

ん

で

い

た

＝

写

真

。

　

参

加

者

に

は

、

文

房

具

や

テ

ィ

ッ

シ

ュ

ペ

ー

パ

ー

な

ど

が

配

ら

れ

た

ほ

か

、

抽

選

で

プ

ロ

バ

ス

ケ

ッ

ト

ボ

ー

ル

チ

ー

ム

「

佐

賀

バ

ル

ー

ナ

ー

ズ

」

の

選

手

の

サ

イ

ン

入

り

グ

ッ

ズ

が

贈

ら

れ

た

。

　

ま

た

、

会

場

に

は

国

税

庁

の

「

イ

ー

タ

君

」

や

法

人

会

の

「

け

ん

た

君

」

、

佐

賀

バ

ル

ー

ナ

ー

ズ

の

「

バ

ル

た

ん

」

な

ど

の

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

が

駆

け

付

け

イ

ベ

ン

ト

を

盛

り

上

げ

た

。

　

東

京

・

板

橋

税

務

署

管

内

税

務

関

係

６

団

体

は

�

月

�

日

、

税

を

考

え

る

週

間

の

オ

ー

プ

ニ

ン

グ

と

し

て

板

橋

区

役

所

本

庁

舎

で

大

東

文

化

大

学

第

一

高

校

書

道

部

の

生

徒

に

よ

る

「

税

と

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

」

が

テ

ー

マ

の

「

書

道

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

」

を

行

っ

た

。

　

同

高

校

書

道

部

は

、

全

国

高

等

学

校

総

合

文

化

祭

に

�

年

連

続

で

東

京

都

代

表

と

し

て

選

出

さ

れ

て

い

る

ほ

か

、

東

京

都

高

等

学

校

文

化

連

盟

で

は

�

年

連

続

で

最

優

秀

団

体

賞

を

受

賞

す

る

な

ど

数

多

く

の

実

績

を

重

ね

て

い

る

。

　

当

日

は

、

６

団

体

の

会

長

の

ほ

か

、

黒

子

雅

則

板

橋

税

務

署

長

、

坂

本

健

板

橋

区

長

ら

来

賓

多

数

が

出

席

し

た

。

　

生

徒

た

ち

は

、

全

身

を

使

い

力

強

く

筆

を

走

ら

せ

＝

写

真

、

「

納

税

も

簡

単

便

利

に

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

」

「

笑

顔

の

花

咲

く

明

る

い

未

来

税

」

と

鮮

や

か

に

書

か

れ

た

作

品

が

見

事

に

完

成

。

　

区

役

所

に

訪

れ

た

多

く

の

人

た

ち

が

、

足

を

止

め

躍

動

感

溢

れ

る

生

徒

た

ち

の

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

を

見

入

っ

て

い

た

。

　

作

品

は

、

同

月

�

日

、

�

日

に

板

橋

間

税

会

（

萩

原

利

光

会

長

）

主

催

で

行

わ

れ

た

「

く

ら

し

と

税

金

展

」

で

も

展

示

さ

れ

た

。

　

東

京

・

足

立

税

務

署

（

佐

伯

祐

治

署

長

）

は

�

月

�

日

、

ベ

ル

ク

ス

足

立

東

和

店

で

、

足

立

区

を

本

拠

地

と

し

て

活

動

す

る

地

元

密

着

の

プ

ロ

レ

ス

団

体

「

Ｐ

Ｕ

Ｒ

Ｅ

―

Ｊ

女

子

プ

ロ

レ

ス

」

が

、

同

署

の

一

日

税

務

署

長

に

就

任

す

る

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

一

日

税

務

署

長

に

就

任

し

た

「

Ｐ

Ｕ

Ｒ

Ｅ

―

Ｊ

女

子

プ

ロ

レ

ス

」

の

選

手

た

ち

は

、

ス

マ

ホ

で

行

え

る

便

利

な

税

の

手

続

き

に

つ

い

て

Ｐ

Ｒ

。

ま

た

、

「

税

を

考

え

る

週

間

」

の

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

の

配

布

も

行

い

、

買

い

物

に

訪

れ

た

多

く

の

人

た

ち

に

、

ス

マ

ホ

を

利

用

し

た

税

の

手

続

き

の

利

便

性

を

広

報

し

た

。

　

横

浜

中

税

務

署

（

森

本

健

夫

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

横

浜

市

の

久

米

幹

男

税

理

士

か

ら

、

こ

の

１

年

間

に

収

集

し

た

租

税

史

料

約

８

０

４

点

の

寄

贈

を

受

け

た

＝

写

真

。

　

久

米

税

理

士

は

、

�

年

以

上

に

わ

た

り

租

税

に

関

す

る

史

料

の

収

集

・

寄

贈

を

行

っ

て

お

り

、

今

回

の

も

の

を

含

め

寄

贈

し

た

史

料

は

３

万

点

を

超

え

る

。

　

今

回

、

寄

贈

し

た

史

料

の

中

に

は

、

戦

前

、

日

本

の

領

土

で

あ

っ

た

台

湾

、

朝

鮮

等

の

旧

外

地

に

お

い

て

発

行

さ

れ

た

稀

少

な

史

料

が

多

数

含

ま

れ

る

。

　

旧

外

地

で

発

行

さ

れ

た

外

地

統

治

機

関

の

史

料

（

昭

和

�

年

か

ら

�

年

刊

）

は

、

第

２

次

世

界

大

戦

末

期

の

輸

送

状

況

・

終

戦

前

後

の

混

乱

等

を

原

因

と

し

て

、

日

本

内

地

に

輸

送

す

る

こ

と

が

で

き

ず

、

ま

た

、

戦

後

の

長

い

時

の

流

れ

に

よ

り

、

現

地

で

も

消

滅

し

て

い

る

も

の

が

多

く

、

入

手

が

難

し

い

。

寄

贈

史

料

に

は

、

南

朝

鮮

過

渡

政

府

発

行

の

朝

鮮

総

督

府

の

図

書

や

、

東

北

行

営

（

終

戦

直

後

に

全

満

洲

の

接

収

を

目

的

と

す

る

満

洲

進

出

の

た

め

の

国

民

政

府

軍

事

委

員

会

委

員

長

蒋

介

石

直

属

の

機

関

）

の

ス

タ

ン

プ

印

の

あ

る

満

洲

中

央

銀

行

の

図

書

、

終

戦

以

後

の

９

月

に

台

湾

総

督

府

が

発

行

し

た

図

書

な

ど

が

あ

り

、

こ

れ

ら

は

戦

前

の

外

地

税

制

と

、

そ

の

税

務

行

政

を

支

え

て

い

た

人

々

の

様

子

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

ま

た

、

東

京

府

最

初

の

租

税

「

家

税

」

（

明

治

３

年

）

に

つ

い

て

の

貴

重

な

史

料

も

寄

贈

。

こ

れ

は

、

廃

藩

置

県

（

明

治

４

年

）

前

の

龍

ヶ

崎

藩

（

大

網

藩

）

の

税

務

執

行

上

の

書

類

で

、

徳

川

幕

府

瓦

解

直

後

の

都

市

政

策

の

一

端

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

史

料

だ

。

　

そ

の

ほ

か

、

税

務

署

の

絵

葉

書

、

地

券

、

納

税

袋

、

税

の

ポ

ス

タ

ー

・

看

板

、

酒

類

製

造

免

許

鑑

札

な

ど

も

寄

贈

し

た

。

　

森

本

署

長

は

、

「

租

税

の

歴

史

が

刻

ま

れ

た

貴

重

な

史

料

を

数

多

く

寄

贈

し

て

い

た

だ

き

大

変

感

謝

し

て

い

る

」

と

感

謝

の

言

葉

を

述

べ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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